
（旧社名 三島新聞堂）
MISH主催 新聞ご購読者限定

MISHが皆様の不動産に関するお悩みの解決の
お手伝いをします。

当日、お車でお越し頂けます。送迎も致します。事前にお申し出下さい。

株式会社MISH　相談ルーム

M I S H 専 属 講 師
不動産相続コンサルタント

老朽化したアパートでも
売却できるのかな？

!

なんとなく持っている
使ってない土地を
処分できるの？

お困りですか？

相続・売却・査定

購入・空家・空地

解体・賃貸経営 個別相談会
不動産

（専門家への委任が必要な場合、提携パートナー士業をご紹介できます。）

好評につき
1月も
開催

（公社）静岡県宅地建物取引協会会員
静岡県知事免許（1）13872号
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